
霊感的知見を
用いた告知

勧誘することを告げずに、
退去困難な場所に同行し勧誘

威迫する言動を交え、
相談の連絡を妨害

契約前なのに強引に
損失補償を要求される等

壺を買わな
いと不幸に
なる

ました。

ただし、18歳の誕生日を迎えるまでは、未成年と
して扱われるので取消すことができます。

契約について学ぼう

※2022年6月1日以降の契約からメールなどの通知でもできるようになりました。
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